
通行禁止協議の流れ

【道路管理者が実施する工事/道路管理者以外が実施する通行止期間が継続して1カ月以上ある工事】

予告看板の設置（通常工事1か月前）に間に合うよう申請

通行禁止協議書 1部提出（添付書類のみ2部　計3部）

＜添付書類＞

・位置図 通行禁止意見聴取書 2部提出

・施工概要図 ＜添付書類＞

・保安設備図 ・位置図

・う回路図 ・施工概要図

・保安設備図

・う回路図

通行禁止意見聴取書（1部）

申請者 市役所 公安委員会


